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本稿は，２０１１年度に社会科教育教室が開講した大学院授業「授業研究（社会）」における大学教員と大学院生の共
同研究の報告である。日本政府は１９９０年に「入管法」を改正，すべての外国人を就労可・不可にはっきりと区別し，
不法就労外国人に対する取り締まりを開始した。一方で，「定住者」資格を認めたブラジル・ペルー出身の日系人に
就労を許可し，さらに「研修・実習」制度を中小企業にも活用しやすいように規制緩和し，事実上の就労を認め，こ
の制度の目的が「途上国への技術移転，人材育成」であると一貫して主張してきた。これに対して，受け入れ企業は
「単純労働力確保」，中国人実習生は「カネ稼ぎ」を目的とし，この両者間ではWIN―WINの関係にあり，日本政府
のいう制度の目的とその運用実態には大きな乖離がある。そこで，この乖離状態に着目し，「外国人技能実習制度」
の是非及びその改革案について考える授業を開発した。
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人権問題と労働（The problems of the human rights and labor）
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�．はじめに

本稿は千葉大学大学院教育学研究科授業「授業研究（社
会）」における，担当大学教員と受講大学院生の共同研
究の報告である。

千葉大学大学院教育学研究科では，「授業研究」（半
期・１単位）を２単位ほど必修としてきた。社会科教育
教室では，竹内裕一，戸田善治の２名が連名で以下に示
す「授業研究」を開講してきた。そこでの共同研究の成
果に関しては，既にいくつかの報告を行ってきた１）。
・「授業研究XA１（社会）」演習タイプ
・「授業研究XA２（社会）」演習タイプ
・「授業研究XB２（社会）」フィールド型演習タイプ
・「授業研究XB２（社会）」フィールド型演習タイプ

演習タイプとは，理論研究や教材研究等を主とするも
のである。これに対してフィールド型演習タイプは，授
業実践力の向上を重視して附属学校，公私立学校，教育

関連機関との連携を図り，原則として，授業実習，観察
などの活動が授業の一部に組み込まれて展開されるもの
である。社会科教育教室では，両タイプの特性に鑑み，
演習タイプを大学院夜間授業として前期に開講し，教材
研究，指導案作成および教材開発を行ってきた。実際に
開発する授業は受講生が議論し，小・中学校学習指導要
領，教科書等，既存の社会科の教育内容にこだわらない
新教材の開発を行ってきた。これに対して，フィールド
型演習タイプは大学院昼間授業として後期に開講し，前
期に開発した授業を付属小・中学校の協力を得て実験授
業を行ってきた。
２０１１年４月より，千葉大学大学院は旧来の１６専攻から

学校教育科学専攻と教科教育科学専攻の２専攻に改組再
編した。必修科目および選択科目等は大きく変更となっ
たが，旧教育学研究科において２単位必修であった「授
業研究」（半期・１単位）は，新教育学研究科にもその
まま継承された。社会科教育教室では，竹内裕一が「授
業研究（社会）」を開講している。

しかし，新旧教育学研究科の「授業研究（社会）」を連絡先著者：戸田善治
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比較すると大きく異なっている点がある。旧教育学研究
科では，「授業研究（社会）」は合計で４科目開講され，
大学院生は通年２年間で履修することが可能であった。
そこで，前期に教材研究および指導案・ワークシート等
の作成を行ない，後期に実験授業および授業分析・評価
を行うという方針で共同研究を行ってきた。

しかしながら新大学院専攻では，「授業研究（社会）」
は１科目しか開講されず，受講生は半期のみの履修と
なった。そのため，半期で教材研究から実験授業および
授業分析・評価までをも行うという非常に慌ただしい研
究スケジュールとなってしまった感は否めない。
２０１１年度の「授業研究（社会）」の受講者は，旧教育

学研究科社会科教育専攻院生１名，新教育学研究科教科
教育科学専攻言語・社会系院生４名（うち現職院生１名），
学校教育科学専攻教育開発臨床系院生１名および千葉県
長期研修生２名であった。

開発する授業は，例年，各院生が複数のテーマを提案
し，院生相互の討論を経てテーマを設定することとして
きた。２０１１年度は外国人技能実習制度を題材とした授業
を開発することとなった。そのような題材とすることと
した理由は，受講生の中に千葉県内の大学を卒業した中
国人留学生がおり，その留学生が鴨川市で外国人技能実
習制度を利用した中国人実習生の友人を持っており，彼
らが来日した目的と外国人技能実習制度のズレについて
の報告を行い，それに全員が興味を持ったからである。
また，千葉県長期研修生の中に鴨川市近郊在住者がおり，
鴨川市の産業構造と外国人技能実習制度との関係につい
ての情報を提供されたこともある。

�．授業づくりの視点

２０１１年３月１１日に発生した大地震は，世界観測史上最
大級のマグニチュード９．０を観測し，東日本各地に未曾
有の被害をもたらした。同時に発生した大津波は，岩
手・宮城・福島を中心とした太平洋沿岸部を襲い，死
者・行方不明者を合わせた被害者数は２万２，０００人を超
え，明治以降では関東大震災に次ぐ自然災害となった。
また，東京電力福島第一原子力発電所では，津波によっ
て全電源を失ったことから，原子炉のメルトダウン，水
素爆発を引き起こし，大量の放射性物質が放出され，周
辺自治体の住民の避難生活は今も続いている。

このように，震災による被害は収束に向かうどころか，
授業開発中の時点でも拡大中であった。一方，この災害
を通して，今後の日本社会が自らを問い直していかねば
ならない，いくつもの課題がすでに提起されている。被
災地・地場産業・地域コミュニティの復興，防災教育，
そしてエネルギー政策などは当然のことだが，今回の震
災報道を通して改めて見えたものがある。その一つが，
今回の授業テーマである「外国人技能実習生」に関する
問題である。

震災発生時，宮城県女川町で水産加工会社の役員男性
が，働いていた中国人実習生を高台に避難させた後，自
らは津波にさらわれて行方不明になっている，という
ニュースが日中双方で話題になり，５月の温家宝首相訪
日の際には女川町訪問と家族との面会を希望したことが

報道された２）。これ以外にも，関東・東北各地の水産・
農業関係の事業所において多くの中国人実習生が被災し，
その後，地震や原発事故への恐怖から帰国者が相次ぎ，
生産活動に深刻な影響を与えたことも明らかになった。
日本のものづくりの現場において，中国人実習生がいか
に大きな存在となっているかが，震災を通してクローズ
アップされたのである。

在日外国人といえば，その歴史的経緯から韓国・朝鮮
人を指すことがほとんどであった日本に，就労を目的と
した外国人がやって来るようになったのは，１９８０年代後
半，いわゆるバブル経済の時期である。景気の過熱に
よって，とくに３Ｋ（キツイ・キタナイ・キケン）職場
といわれた中小企業の人手不足が深刻化する一方で，プ
ラザ合意後の急激な円高の進行は賃金の内外格差を拡大
させ，高失業率と貧困に苦しむ諸外国から外国人労働者
を引き寄せることとなった。

しかしながら，日本政府は，「入管法（出入国管理お
よび難民認定法）」において単純労働者の入国を認めて
いないため，「興行」ビザで入国するフィリピン人女性
（ビザ切れでオーバーステイになる者も多くいたが）を
除けば，その多くが「観光」や「留学」を口実とした不
法就労目的のタイ，バングラデシュ，パキスタン，マ
レーシアなどアジア諸国出身の男性であった。彼らは，
その身分の不安定さゆえに厳しい労働条件を受け入れざ
るを得ず，低賃金長時間労働，悲惨な労災事故（死），
雇用者による暴力など，多くの事件が明るみに出るよう
になった。

日本政府は１９９０年に「入管法」を改正，すべての外国
人を就労可・不可にはっきりと区別し，前述の不法就労
外国人に対する徹底した取り締まりを開始した。一方で，
「定住者」資格を認めたブラジル・ペルー出身の日系人
に就労を許可し，さらに「研修・実習」制度を中小企業
にも活用しやすいように規制を緩和し，事実上の就労を
認めることになった。その後，研修・実習生として来日
する外国人は増加を続け，最新の統計では約５万６，０００
人の内，７８％にあたる５万人強が中国人である。

さて，「研修・実習」制度の目的は，「技能実習生へ技
能等の移転を図り，その国の経済発展を担う人材育成を
目的としたもので，我が国の国際協力・国際貢献の重要
な一翼を担う」こと，とされている３）。つまり，単純労
働者の受け入れではない。ところが多くの新聞報道にも
あるように，前述の不法就労者と全く変わらない低賃金
長時間労働，労災死などの事例が頻発し，加えて，出身
国の送り出し機関や日本の受け入れ機関など，第三者が
介在することによる不透明なカネの授受や給与のピンハ
ネなども問題になっている。こうしたことから，政府は
内外の批判に応える形で，２００９年に再び「入管法」を改
正，「研修」制度を廃止し「実習」に一本化すること，
１年目から労働関係法規が適用されること，受け入れ団
体の管理強化，不正行為に対する厳罰など，など制度の
改善を図っている。

我々は２０１１年６月，南房総市千倉町で中国人実習生の
受け入れ事業を行っている「千倉水産加工開発組合」を
訪問し，組合職員，中国人実習生に取材をさせていただ
き，受け入れ企業と実習生から見たこの制度のあり方を
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確認してきた４）。共に建前を語ることなく，組合職員は
「労働力の確保である。彼らがいなくては，もうこの産
業は成り立たない」，実習生は「お金を稼ぎ，帰国後い
い生活をするため」であることを明らかにした。さらに，
紹介された事業所では，水産加工品の製造の様子を見る
ことができた。極めて単調な作業で，「技術の移転を図」
るものではないと感じざるを得なかった。

中小の製造現場での人手不足や，将来の労働力人口推
計を考えれば，単純労働力の受け入れという選択肢もあ
りうるだろう。しかし，あくまでも日本政府は，この制
度の目的が「途上国への技術移転，人材育成」であると
一貫して主張してきている。受け入れ企業は「単純労働
力確保」，中国人実習生は「カネ稼ぎ」を目的とし，い
わばWIN―WINの関係にあり，制度の目的とその運用実
態には大きな乖離がある。そして，その隙間に不正事例
が落ち込んでいく。

バブル期の不法就労者問題からすでに２０年以上が経つ
ものの，単純労働力確保の問題は，「外国人技能実習制
度」という，非常に中途半端な，理解しづらいものに形
を変えて未解決のままである。今回の授業においては，
取材時の資料を含め，様々な立場から見たこの制度の姿
を提示し，この「理解しづらさ」そのものの理解を通し
て，現実の社会は決して解決可能なわかりやすいことば
かりから成り立っているわけではなく，様々な社会事象
はそれぞれの立場によって見え方や考え方が異なる，と
いうことに気付かせたい。加えて，労働市場のあり方や
外国人との共生といった，今後の日本社会のあるべき姿
を考えるきっかけにもさせたい。上記のような問題意識
の下で教材研究を行い，外国人技能実習制度を題材とし
て授業を開発した。

開発した授業は二種類ある。一つは千葉大学教育学部
附属中学校で実験授業を行ったものである。もう一つは，
千葉大学教育学部附属中学校での実験授業の反省を踏ま
え，千葉県立柏中央高校で実験授業を行ったものである。
紙幅の関係上，ここでは，前者のみに限定して報告する。

�．ワークシート分析および授業の反省点

千葉大学教育学部附属中学校での実験授業では，１時
間目および２時間目の授業時に，生徒に本時の授業を受
けて思ったことをワークシートに記入させる時間を設定
した。今回の分析に当たって，外国人技能実習制度につ
いての印象について，生徒の回答からポイントになる
キーワードと考えられるもの全てを抽出し，合わせたも
の（棒グラフ）と，生徒の回答の傾向を種類分けしたも
の（円グラフ）を作成した。

１時間目の授業目標として，以下の二つを設定した。

・外国人実習制度の概要を知る
・外国人実習の実態について知る

生徒にとってはなじみがないと思われる外国人実習生
を取り上げるため，現状を理解することを重視し，授業
目標を設定した。そのため，ワークシートでは「外国人
実技実習制度についてどのように思ったか，書いてくだ

さい」という設問を設定した。
１時間目は，外国人研修制度が比較的成功している事

例を取り上げたため，生徒のほとんどが肯定的な意見を
述べていた。肯定的に捉える理由は，両国の交流関係や
経済情勢が良好になるというようなものが多くあがった。

一方，否定的な意見は，千倉の漁業組合の実習生が帰
国後に美容師になりたい，と言っていたのを挙げ，「実
習内容と違う職業に就くのは意味がないのでは」と疑問
が否定する理由の多くを占めた。また少数ではあるが，
昨今の中国への日本技術の流出を問題にする生徒もいた。

１時間目の教師側の授業構成の意図は，まず，本制度
は成功していると思わせ，次に千倉の事例を用いて，小
さな矛盾に気づき，本当に外国人研修制度は上手く運用
されているのか，疑問を持たせることであった。しかし，
生徒の回答のほとんどが「良い制度だと思う」のみで留
まっており，教師側のねらい通りの回答はわずかであっ
た。疑問に思ってはいるものの，ワークシートに記入は
しなかった生徒もいたかもしれないが，「良い制度だ」
と思ったままの生徒は，１時間目で研修制度の問題意識
を持たないまま，２時間目を受けることになってしまっ
た。

ワークシートデータ・その１
� 外国人技能実習制度についてどのように思いました

か？
【キーワード】

【回答の傾向】

２時間目の授業目標として，以下の三つを設定した。

・政府の見解を聞き，制度の政治的背景を知る
・外国人研修生が受けている人権侵害について知る
・外国人研修制度の是非について考える

これらの目標の中で三つ目のものが２時間目の中心と
なっている。外国人研修制度という社会的事象を生徒に
わかりやすく伝えるため，授業では「政府の意見を述べ
る役」と「労働問題専門の弁護士役」を院生が務めるロー
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ルプレイを行ない，「日本政府と弁護士の主張を聞いて，
どう思ったか書いてください」という設問を設定した。

ワークシートを見ると，労働問題と実習生の成功例に
ついて関心が集まっていた。労働問題については主に，
「暴力事件などの人権問題」「労働時間，賃金などの問
題」である。外国人研修制度のネガティブな側面につい
て，生徒は明確に理解したといえよう。それとともに，
実習生の成功例については対比するべき事項として注目
していたようである。また，国際関係についても注目し
ているようであり，日中間の関係を考慮した，主張が目
立った。

ワークシートデータ・その２
� 日本政府と弁護士の主張を聞いて，どう思ったか書

いてください。
【キーワード】

【回答の傾向】

授業の最後に，「感想を書いてください」という設問
を設定した。ここでは，２時間目の授業目標を受け，外
国人研修制度の是非についての自身の考えが記述されて
いた。

回答の傾向としては，「改正すべき」と答えた生徒が
半数を占めていた。「問題点さえクリアされれば，続け
るべき制度である」と考えており，彼らが現行制度の何
を問題とし，またどのように変えるべきと考えていたの
かが分析のポイントとなろう。このことからは，１時間
目の内容を受けて制度を肯定的に捉えていた生徒の多く
が，２時間目において違った立場からの視点・情報を得
ることによって，その思考に「揺らぎ」が生じたと考え
る。この点についてはわれわれの授業意図に沿った結果
を得られた。
「その他」については，「難しくてよくわからなかった」

「わかってよかった」といった少々投げやりな回答が最
も多い他，「日本と実習生同士が温かい気持ちで…」や
「先進国と途上国の話し合いが必要」というように制度
よりも感情面に偏ったものもみられた。これらの回答は，
我々の授業そのものが成立していたのかどうかを問うて
いるものといってもよいだろう。反省が必要である。

キーワード別については，�～�は，おもに「現状維
持」派のものだが，「国際・文化交流のため」が少数い
たものの，「承知の上なのだから」，「仕方がない」といっ
た，実習生個人に責任を帰するものや消去法的なものが
目立ち，少なくともわれわれの授業からはきちんとした
根拠をもとに制度を肯定できた生徒がいなかったという
ことである。��は制度に否定的な回答であるが，理由
を挙げながらもはっきりと「制度自体を廃止」と述べた
生徒はわずか１名であった。�に関しては具体的な指摘
がなかった。
�～�が「改正すべき」の内容となる。生徒にとって

は問題性をつかみやすい「実習生の人権問題」が３割超，
制度の目的自体にかかわる「日本人の雇用」「技術伝達
目的に限る」，運用面にかかわる「受け入れ企業の制限」
も，それぞれ１割程度であった。人権問題は決して見過
ごせないことではあるけれども，そういった点も踏まえ
て，改めて「制度そのものをどう考えるか」を問うてほ
しいと考えていただけに，その点についての記述が極め
て少なかったことは，これもまた 我々の授業の至らな
さを示しているといえる。さらに，「改正」といいなが
ら具体的な理由を挙げられなかった生徒が半数いたこと
は，授業からその見通しを得ることができなかった，と
いうことを示唆しており，授業者を始めとするメンバー
全員の指導，授業資料の内容，ワークシートにおける問
いのあり方など，さまざまな点において反省・検討が必
要であるといえよう。

ワークシートデータ・その２
� 最後に感想を
【キーワード】

【回答の傾向】

最後に，授業全体についての分析・反省を行いたい。
実習制度観について，千葉大学教育学部附属中学校の大
多数の生徒は，自分で制度と実態，また人権侵害の矛盾
の図式を考え，その上でどうすべきかを考えることがで
きていた。もちろん善悪や同情で判断する，「道徳」的
な価値判断によって実習制度を論じたり，価値判断を下
したりしている生徒が多いが，その一方で，法・経済・
社会的な判断基準で実習制度をどうするべきか考えてい
る生徒も見受けられ，生徒の実習制度に関する理解は多
様なものであった。
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しかし，彼らにとって，実習制度はまだ遠い存在で
あったようである。農水産業以外にも実習生は活躍して
いるので，そのような業種事例を出した方がより興味が
持てたかもしれない。また，外国人技能実習生と外国人
労働者を混同している生徒も多少ではあるが存在してい
た。この違いができていないと本質がわからない可能性
がある。

実習生を受け入れることと日本の労働者の失業との矛
盾があることについて書いていた生徒が一定数いたが，
「調子に乗って中国の政府が悪用したり，パクッたり
（原文ママ） するのはゆるせない」「別に日本人じゃな
いからいい」というような中国や中国人を好ましからぬ
ものであると考える生徒も複数いた。また，「ひどい日
本」と「かわいそうな中国」というような，従来の従属
する国家と従属させる国家の問題と考えている生徒も少
なくなかった。外国人技能実習制度の是非を考えるに当
たり，この外国人実習生の問題を従属する国家と従属さ
せる国家の問題として捉えていいのかどうか等，中学校
社会科地理的分野および公民的分野のレベルを超える認
識が必要とされていたともいえよう。

多くの生徒が中学生にとっては難しいと思われること
を真面目に考えていた。しかし，２時間という授業時数
の少なさのため授業目標が達成できたとはいえないこと
が残念であった。

�．おわりに

最後に，大学院授業「授業研究（社会）」それ自身の
ついての反省点を２点ほど示す。

第一に，授業展開および生徒の学習活動に関して，工
夫の余地があったのではないかという点である。これは，
開発する授業のテーマ決定，教材研究および授業作り，
そして実験授業の実施とその分析・評価に至るまでを，
従前であれば通期で行っていたことを半期で行わざるを
得なかったため，非常に慌ただしい研究スケジュールと
なってしまったことによるものである。

第二に，研究授業の時数を２時間しか確保できなかっ
たため，実践可能な授業展開および生徒の学習活動が限
定されてしまった点である。２０１１年度の「授業研究（社
会」は前期に開講されたが，前期は実験授業をお願いし
てきた千葉大学教育学部附属中学校が教育実習期間（４
月下旬から６月中旬）であり，従前であれば１１月～１２月
にかけて４時間で組めたものを７月に２時間で組まざる
を得なかった。

半期開講を前提とした大学院授業「授業研究（社会）」
の研究スケジュールの再構築が必要であろう。

【注】

１）社会科教育教室が開講してきた「授業研究」の近年
の共同研究の成果として，以下のものがあげられる。

・戸田善治・竹内裕一他「『中国新人類・８０后』からみ
る現代中国の教材化―《中国社会構造の再構築をめざ
す授業》と《精神文化理解に基づく交流授業》の開発」
『千葉大学教育学部研究紀要』第５９巻，pp.１０７―１１６，

２０１１年
・戸田善治・竹内裕一他「日本の新ODA戦略に着目し

た中学校社会科授業の開発―ベトナム新幹線案件を事
例として―」『千葉大学教育学部研究紀要』第６０巻，
pp.２０３―２１３，２０１２年

２）このときの様子はインターネットの動画サイトに
アップされ，日中両国において話題となった。また，
中国におけるニュース報道も動画サイトにアップされ
ている。

・http:／／www.youtube.com／watch?v＝KT７HqOiK-ps&
feature=related

・http:／／www.youtube.com／watch?v＝dXDY_peSkaw
３）「外国人技能実習制度」に関しては，実務を担当し

ている公益財団法人国際研修協力機構（JITCO：Ja-
pan International Training Cooperation Organiza-
tion）のHPに詳しく示されている。

・http:／／www.jitco.or.jp／system／seido_enkakuhaikei.
html

また，教材研究に際し，JITCOを訪問し資料提供を
受けた。主な資料は以下の通りである。

・『外国人研修生・技能実習生の災害・メンタルヘルス
事例集（第２版）』JITCO，２００６年

・『外国人研修生・技能実習生の自殺予防対策マニュア
ル こころの危機を支える』JITCO，２００７年

・『外国人研修・技能実習に関する成果事例集（第３分
冊） 中国帰国生変』JITCO，２００９年

・『外国人研修生・技能実習生日本語作文コンクール
優秀作品集 ２０１０』JITCO，２０１０年

・『実技実習生向け実技実習ガイドブック』JITCO，２０１０
年

・『実技実習生の入国・在留管理に関する指針』JITCO，
２０１０年

・『外国人実技実習制度における講習手当，賃金および
監理費等に関するガイドライン』JITCO，２０１０年

・『外国人技能実習生のための健康管理ガイドブック（日
本語ひらがな版）（第四版）』JITCO，２０１０年

・『外国人議の実習制度送出し機関の送出しマニュアル
（改訂第１版）』JITCO，２０１０年

・『外国人技能実習生労務管理ハンドブック』JITCO，
２０１１年

４）千倉水産加工開発組合および中国人実習生の方々に
は，インタビューさせていただくとともにその様子を
ビデオ撮影し，そのビデオを研究授業で活用すること
を許可していただいた。千倉水産加工開発組合による
外国人技能実習生の受け入れに関しては，組合HPに
掲載されている。

・http:／／www.chikurasan.or.jp／
また，教材研究に際し，以下の資料の提供を受けた。

・『第１８期中国人 私の研修』千倉水産加工開発組合，
２００２年

・『２０年のあゆみ』千倉水産加工開発組合，２００９年
・『千山会』会報№３，千倉水産加工開発組合２００５年
・『千倉水産加工開発組合 事務局だより』№３９～４４，
２００９年～２０１１年
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